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東日本大震災及び平成２８年熊本地震に伴う北九州市職員の特別休暇の特例

に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２９年８月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第４７号

東日本大震災及び平成２８年熊本地震に伴う北九州市職員の特別

休暇の特例に関する規則の一部を改正する規則

東日本大震災及び平成２８年熊本地震に伴う北九州市職員の特別休暇の特例

に関する規則（平成２３年北九州市規則第２９号）の一部を次のように改正す

る。

題名中「及び平成２８年熊本地震」を「、平成２８年熊本地震及び平成２９

年７月九州北部豪雨」に改める。

第１条中「平成２８年熊本地震」の次に「及び平成２９年７月九州北部豪雨

」を加える。 

第２条中「又は平成２８年熊本地震」を「、平成２８年熊本地震又は平成２

９年７月九州北部豪雨」に、「同規則第１３条第２項」を「同条第２項」に、

「及び平成２８年熊本地震」を「、平成２８年熊本地震及び平成２９年７月九

州北部豪雨」に、「同規則別表第３」を「同表」に改める。 

   付 則

 この規則は、公布の日から施行する。
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北九州市公告第５３３号
次の物品について、一般競争入札により物品調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２
２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。
以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２９年８月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 調達内容

購入品目及び数量 障害者用歯科診療ユニット外 一式

購入物品の仕様 仕様書に定めるとおり

履行期間 平成３０年８月１日から同年１０月３１日

納入場所 北九州市立総合療育センター（北九州市小倉南区春ケ丘１０番）

２ 競争入札参

加資格（次の

いずれにも該

当する者であ

ること。）

登録 有資格業者名簿（注１）に記載されていること。

所在地 有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内にあること。

実績

平成２７年度以降において、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下

「本市」という。）が発注した１件１６０万円を超える物品等供給契約における指名

の実績又は契約の履行実績（随意契約によるものを含む。）があること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 契約条項を

示す場所及び

期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注２）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで

及び午後１時から午後４時３０分まで

４ 競争参加資

格確認申請書

提出期間

この公告の日から平成２９年８月１８日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

５ 入札書の受

付期間

平成２９年８月２８日から同年９月７日までの午前９時から午後７時まで及び同月８日午前９時から午後

２時まで

６ 開札の場所

及び日時

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

日時 平成２９年９月８日午後２時１０分

７ 入札及び契

約に関する条

件

入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の５以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３

号のいずれかに該当する場合は、免除する。

入札方法

総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０

０分の８に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積っ

た金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

電子入札案件 この公告に係る入札は、原則として電子入札システムにより行う。

８ 落札者の決

定方法

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者

を落札者とする。

９ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１） この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札

（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

１０ その他

（１） この調達に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２） 入札説明書及び仕様書の交付は、第３項に示す日時及び場所において無償で行う。また、北九州

市技術監理局契約部ホームページに掲載する。

（３） この入札に係る競争参加資格確認通知を受けていない者は、当該入札に参加することができない。

（４） 原則として、入札者名義のＩＣカード（注３）を取得し、北九州市電子入札システムの利用者登録

を完了していること。

（５） この公告に関する問い合わせ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話 ０９３－５８２－２

０１７）とする。

注１ 北九州市物品等供給契約の競争参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項

に規定する有資格者名簿をいう。

注２ この公告第３項、第４項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３ 北九州市電子入札用電子証明書（ＩＣカード）登録要領第３条に規定するＩＣカードをいう。
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北九州市公告第５３４号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成２９年８月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 物品等の名称及び数量

普通消防ポンプ自動車のシャーシ ３台

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

北九州市技術監理局契約部契約課

北九州市小倉北区城内１番１号

３ 落札者を決定した日

平成２９年７月６日

４ 落札者の名称及び住所

九州日野自動車株式会社北九州支店

北九州市小倉北区西港町９３番地１

５ 落札金額

３，３３７万２，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

平成２９年５月２６日

８ 落札方式

最低価格による。
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北九州市公告第５３５号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成２９年８月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 物品等の名称及び数量

普通消防ポンプ自動車の架装 ３台

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

北九州市技術監理局契約部契約課

北九州市小倉北区城内１番１号

３ 落札者を決定した日

平成２９年７月１１日

４ 落札者の名称及び住所

北九州ドライケミカル株式会社

北九州市小倉北区白銀二丁目１０番２号

５ 落札金額

７，１９２万８，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

平成２９年５月２６日

８ 落札方式

最低価格による。
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北九州市公告第５３６号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成２９年８月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 物品等の名称及び数量

普通消防ポンプ自動車（非常備用）のシャーシ ２台

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

北九州市技術監理局契約部契約課

北九州市小倉北区城内１番１号

３ 落札者を決定した日

平成２９年７月６日

４ 落札者の名称及び住所

福岡トヨタ自動車株式会社小倉店

北九州市小倉北区真鶴二丁目１番２０号

５ 落札金額

１，３９９万６，８００円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

平成２９年５月２６日

８ 落札方式

最低価格による。
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北九州市公告第５３７号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成２９年８月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 物品等の名称及び数量

普通消防ポンプ自動車（非常備用）の架装 ２台

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

北九州市技術監理局契約部契約課

北九州市小倉北区城内１番１号

３ 落札者を決定した日

平成２９年７月１１日

４ 落札者の名称及び住所

北九州ドライケミカル株式会社

北九州市小倉北区白銀二丁目１０番２号

５ 落札金額

２，００８万８，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

平成２９年５月２６日

８ 落札方式

最低価格による。
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北九州市公告第５３８号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成２９年８月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 物品等の名称及び数量

水槽付消防ポンプ自動車のシャーシ ２台

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

北九州市技術監理局契約部契約課

北九州市小倉北区城内１番１号

３ 落札者を決定した日

平成２９年７月６日

４ 落札者の名称及び住所

九州日野自動車株式会社北九州支店

北九州市小倉北区西港町９３番地１

５ 落札金額

３，４５６万円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

平成２９年５月２６日

８ 落札方式

最低価格による。
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北九州市公告第５３９号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成２９年８月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 物品等の名称及び数量

水槽付消防ポンプ自動車の架装 ２台

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

北九州市技術監理局契約部契約課

北九州市小倉北区城内１番１号

３ 落札者を決定した日

平成２９年７月１１日

４ 落札者の名称及び住所

株式会社消防防災北九州営業所

北九州市戸畑区中原西二丁目３番２２号

５ 落札金額

６，３９３万６，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

平成２９年５月２６日

８ 落札方式

最低価格による。
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北九州市公告第５４０号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成２９年８月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 物品等の名称及び数量

化学消防ポンプ自動車のシャーシ １台

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

北九州市技術監理局契約部契約課

北九州市小倉北区城内１番１号

３ 落札者を決定した日

平成２９年７月６日

４ 落札者の名称及び住所

九州日野自動車株式会社北九州支店

北九州市小倉北区西港町９３番地１

５ 落札金額

２，７２１万６，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

平成２９年５月２６日

８ 落札方式

最低価格による。
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北九州市公告第５４１号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成２９年８月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 物品等の名称及び数量

化学消防ポンプ自動車の架装 １台

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

北九州市技術監理局契約部契約課

北九州市小倉北区城内１番１号

３ 落札者を決定した日

平成２９年７月１１日

４ 落札者の名称及び住所

北九州ドライケミカル株式会社

北九州市小倉北区白銀二丁目１０番２号

５ 落札金額

６，５２１万４００円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

平成２９年５月２６日

８ 落札方式

最低価格による。
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北九州市公告第５４２号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成２９年８月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 物品等の名称及び数量

救助工作車のシャーシ １台

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

北九州市技術監理局契約部契約課

北九州市小倉北区城内１番１号

３ 落札者を決定した日

平成２９年７月６日

４ 落札者の名称及び住所

九州日野自動車株式会社北九州支店

北九州市小倉北区西港町９３番地１

５ 落札金額

１，７６０万４，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

平成２９年５月２６日

８ 落札方式

最低価格による。
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北九州市公告第５４３号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成２９年８月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 物品等の名称及び数量

救助工作車の架装 １台

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

北九州市技術監理局契約部契約課

北九州市小倉北区城内１番１号

３ 落札者を決定した日

平成２９年７月１１日

４ 落札者の名称及び住所

北九州ドライケミカル株式会社

北九州市小倉北区白銀二丁目１０番２号

５ 落札金額

５，１８４万円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

平成２９年５月２６日

８ 落札方式

最低価格による。
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北九州市公告第５４４号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    平成２９年８月１日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  物品等の名称及び数量   

    競艇用消波装置 一式  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

    平成２９年７月６日 

４  落札者の名称及び住所   

    ヤマト発動機株式会社 

    群馬県太田市六千石町２１４番地 

５  落札金額   

    ７，９３８万円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日        

    平成２９年５月２６日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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北九州市公告第５４５号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    平成２９年８月１日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  物品等の名称及び数量   

    Ｘ線ＴＶシステム 一式  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

    平成２９年７月６日 

４  落札者の名称及び住所   

    株式会社キシヤ北九州営業所 

    北九州市八幡東区東田一丁目３番７号 

５  落札金額   

    ４，６９８万円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日        

    平成２９年５月２６日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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北九州市公告第５４６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  平成２９年８月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域に含まれる地域の名称 開発行為者 

北九州市八幡西区御開三丁目３４７

３番２、３４７３番６及び３４７３

番７並びに大字本城３４６０番２の

うち 

福岡市南区南大橋一丁目３番４１

号 

小西英樹 
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北九州市公告第５４７号

 北九州市環境影響評価条例（平成１０年北九州市条例第１１号）第８条第１

項の規定により環境影響評価方法書及びこれを要約した書類の提出があったの

で、同条第２項の規定により、次のとおり公告するとともに、当該方法書等を

縦覧に供する。

 なお、当該方法書等について環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦

覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までの間に、市長に意

見書を提出することができる。

  平成２９年８月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 事業者名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

  三菱商事パワー株式会社

  代表取締役 石川 剛

  東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

２ 対象事業の名称

  黒崎バイオマス発電施設整備事業

３ 縦覧場所

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市環境局環境監視部環境監視課

  北九州市若松区浜町一丁目１番１号

  北九州市若松区役所総務企画課

  北九州市八幡東区中央一丁目１番１号

北九州市八幡東区役所総務企画課

  北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号

北九州市八幡西区役所総務企画課

  北九州市小倉北区大手町１１番５号

北九州市立文書館

４ 縦覧期間及び縦覧時間

 平成２９年８月１日から同月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く 。） の毎

日午前８時３０分から午後５時１５分まで（北九州市立文書館においては午

前９時３０分から午後６時まで）
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北九州市上下水道局管理規程第４号

東日本大震災及び平成２８年熊本地震に伴う北九州市上下水道局職員の特別

休暇の特例に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２９年８月１日

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志 

東日本大震災及び平成２８年熊本地震に伴う北九州市上下水道局

職員の特別休暇の特例に関する規程の一部を改正する規程

東日本大震災及び平成２８年熊本地震に伴う北九州市上下水道局職員の特別

休暇の特例に関する規程（平成２３年北九州市水道局管理規程第４号）の一部

を次のように改正する。

題名中「及び平成２８年熊本地震」を「、平成２８年熊本地震及び平成２９

年７月九州北部豪雨」に改める。

第１条中「平成２８年熊本地震」の次に「及び平成２９年７月九州北部豪雨

」を加える。 

第２条中「又は平成２８年熊本地震」を「、平成２８年熊本地震又は平成２

９年７月九州北部豪雨」に改める。 

   付 則

 この規程は、平成２９年８月１日から施行する。
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北九州市上下水道局告示第３１号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  平成２９年８月１日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｆ－１８２ ＰＲシオタ

ニ 

塩谷信治 福岡県豊前市大字

１９００番地１ 

平成２９年

８月１日 

Ｋ－１０１ 水吉 両羽 祥 北九州市小倉北区

篠崎三丁目５番１

号 

平成２９年

８月１日 

Ｍ－１６１ 中島機器設

備 

中嶋孝治 北九州市小倉南区

沼緑町二丁目９番

２０号 

平成２９年

８月１日 
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北九州市上下水道局告示第３２号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により指定給水装

置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、北九州市上

下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年北九州市水道局管理規程第

７号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

  平成２９年８月１日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 廃止年月日 

Ｆ－０７２ 有限会社赤間

住設 

中村 洋 福岡県宗像市陵

厳寺二丁目２番

５号 

平成２９年 

８月１日 

Ｆ－０７４ 寄川設備 寄川正幸 福岡県直方市大

字感田３１０８

番地１ 

平成２９年

８月１日 
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北九州市交通局管理規程第３号

東日本大震災及び平成２８年熊本地震に伴う北九州市交通局職員の特別休暇

の特例に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２９年８月１日

                 北九州市交通局長  田 茂 人 

東日本大震災及び平成２８年熊本地震に伴う北九州市交通局職員

の特別休暇の特例に関する規程の一部を改正する規程

東日本大震災及び平成２８年熊本地震に伴う北九州市交通局職員の特別休暇

の特例に関する規程（平成２３年北九州市交通局管理規程第６号）の一部を次

のように改正する。

題名中「及び平成２８年熊本地震」を「、平成２８年熊本地震及び平成２９

年７月九州北部豪雨」に改める。

第１条中「平成２８年熊本地震」の次に「及び平成２９年７月九州北部豪雨

」を加える。 

第２条中「又は平成２８年熊本地震」を「、平成２８年熊本地震又は平成２

９年７月九州北部豪雨」に改める。 

   付 則

 この規程は、平成２９年８月１日から施行する。
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北九州市病院局管理規程第４２号 

 東日本大震災及び平成２８年熊本地震に伴う北九州市病院局職員の特別休暇

の特例に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

  平成２９年８月１日 

                 北九州市病院局長 古 川 義 彦

   東日本大震災及び平成２８年熊本地震に伴う北九州市病院局職員

の特別休暇の特例に関する規程の一部を改正する規程

東日本大震災及び平成２８年熊本地震に伴う北九州市病院局職員の特別休暇

の特例に関する規程（平成２３年北九州市病院局管理規程第１８号）の一部を

次のように改正する。

題名中「及び平成２８年熊本地震」を「、平成２８年熊本地震及び平成２９

年７月九州北部豪雨」に改める。

 第１条中「平成２８年熊本地震」の次に「及び平成２９年７月九州北部豪雨

」を加える。

 第２条中「又は平成２８年熊本地震」を「、平成２８年熊本地震又は平成２

９年７月九州北部豪雨」に改める。

付 則

この規程は、平成２９年８月１日から施行する。 
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北九州市立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２９年８月１日

北九州市教育委員会

教育長 垣 迫 裕 俊

北九州市教育委員会規則第２４号

北九州市立高等学校学則の一部を改正する規則

北九州市立高等学校学則（昭和３９年北九州市教育委員会規則第４号）の一

部を次のように改正する。

第２条第１項中「北九州市」を「福岡県」に改める。

   付 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第２条の規定は、平成３０年４月１日以後に入学する者に係る通

学区域から適用し、同日前に入学する者に係る通学区域については、なお従

前の例による。
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 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  平成２９年８月１日

                     北九州市教育委員会

教育長 垣 迫 裕 俊   

北九州市教育委員会規則第２５号

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１４号）

の一部を次のように改正する。

付則第１６項の見出し中「及び平成２８年熊本地震」を「、平成２８年熊本

地震及び平成２９年７月九州北部豪雨」に、同項中「又は平成２８年熊本地震

」を「、平成２８年熊本地震又は平成２９年７月九州北部豪雨」に、「及び平

成２８年熊本地震」を「、平成２８年熊本地震及び平成２９年７月九州北部豪

雨」に改める。

   付 則

 この規則は、公布の日から施行する。
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